
経済産業省の取引環境改善への取組について

令和６年２月２９日

経済産業省九州経済産業局

産業部取引適正化推進室

「第1５回トラック輸送における取引環境・労働時間改善大分県地方協議会」
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価格交渉促進月間の実施と改善のサイクル強化
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パートナーシップ構築宣言

・「パートナーシップ構築宣言」は、事業者が、サプライチェーン全体の付加価値向上、大企業と中小企業の共
存共栄を目指し、「発注者」側の立場から、（１）サプライチェーン全体の付加価値増大と、新たな連携（IT
実装、BCP策定、グリーン調達の支援等）、（２）下請企業との望ましい取引慣行（「振興基準」）の遵守、
特に、取引適正化の重点5分野（①価格決定方法、②型管理の適正化、③現金払の原則の徹底、④知
財・ノウハウの保護、⑤働き方改革に伴うしわ寄せ防止）の遵守などを、「代表権のある者の名前」でもって、
(公財)全国中小企業振興機関協会が運営するポータルサイト上で宣言するもの。

・2022年６月に１万社、2023年３月に２万社、７月に３万社超え。２月16日時点で九州3,361社が
宣言。

※「未来を拓くパートナーシップ構築推進会議」において導入を決定（2020年5月）
https://www5.cao.go.jp/keizai1/partnership/20221011/agenda.html

資料：総務省・経済産業省「令和３年度経済センサス・活動調査」再編加工、パートナーシップ構築宣言ポータルサイト

全国 九州 福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島

全国比 　 　 　 　 　 　 　

企業数 3,375,255 348,468 10.32 131,240 22,405 38,267 46,830 31,999 31,900 45,827

パートナーシップ構築宣言数（2/16時点） 39,813 3,361 8.44 1,337 224 287 364 478 226 445

パートナーシップ構築宣言の比率（％） 1.18 0.96 - 1.02 1.00 0.75 0.78 1.49 0.71 0.97

https://www5.cao.go.jp/keizai1/partnership/20221011/agenda.html


地域におけるパートナーシップ構築宣言の拡大に向けて
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・経済団体等が参画する宣言に係る協定締結、共同宣言等
 かつ
・宣言企業への補助金加点等のインセンティブを措置

・セミナー等による宣言の周知活動を実施

・経済団体等が参画する宣言に係る協定締結、共同宣言等
 または
・宣言企業への補助金加点等のインセンティブを措置

⚫ 宣言の更なる拡大に向けて、2023年２月に、経産大臣から地方経産局長に、自治
体や経済団体への働きかけを指示。

⚫ 「自治体・経済団体等による協定締結や共同宣言」、「宣言企業への自治体補助金で
の加点措置」などの地域での取組が47都道府県まで拡大。

〈パートナーシップ構築宣言の拡大に向けた各地域の取組の現状（2024年2月9日時点）〉



今後の価格転嫁・取引適正化対策
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①労務費の指針の公表【内閣官房・公正取引委員会】（2023年11月29日）
⇒「指針」が交渉・転嫁に現場で活用されるよう、経済団体等を通じた「指針」の周知

⚫ 価格交渉できる雰囲気は醸成されつつあるが、価格転嫁率のさらなる
向上に向けて、中小・小規模事業者の賃上げ原資を確保するためにも、
公正取引委員会とも連携し、粘り強く、以下の価格転嫁対策を進めて
いく。

➁「企業リスト（発注企業ごとの、交渉・転嫁の状況の評価）」の公表（2024年1月12日）

③評価が芳しくない発注企業の経営者トップへの事業所管大臣名での
 指導・助言                             （2024年１月に実施）

④パートナーシップ構築宣言の更なる拡大・実効性の向上



参 考 資 料

（１）未来志向型の取引慣行に向けて（世耕プラン：2016年9月）
（２）下請中小企業振興法「振興基準」
（３）自主行動計画策定団体、下請ガイドライン策定業種
（４）下請かけこみ寺
（５）2023年９月価格交渉促進月間フォローアップ調査結果
（６）労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針
（７）フリーランス・事業者間取引適正化等法案
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（１）親事業者による不適正な行為に対して厳正に対処し、公正な取引環境を実現する。
（２）親事業者・下請事業者双方の「適正取引」や「付加価値向上」につながる望ましい取引慣行等を普及・定着させる。
（３）サプライチェーン全体にわたる取引環境の改善や賃上げできる環境の整備に向けた取組を図る。

重点５課題

ルール 内容

下請代金支払遅延等防止法 ➢ 取引内容と資本金規模によって親事業者と下請事業者を定義づけ、親事業者の義務と禁止行為を規定。

下請中小企業振興法
「振興基準」

➢ 下請中小企業の振興のため、「振興基準」で親事業者と下請事業者の望ましい取引慣行等を具体的に提示。

業種横断的なルールの明確化・厳格な運用（横軸）

（１）産業界に対し「自主行動計画」の策定と着実な実行を要請するとともに、毎年、策定団体自らフォローアップ調査を行う。

（現在19業種52団体策定）

（２）国が定める業種別下請ガイドラインの策定・改訂。（現在19業種策定）

コスト負担の適正化
量産終了後に長期間に渡って無償で
金型の保管を押しつけられる、等

価格決定方法の適正化
一律○％減の原価低減を要請される、
労務費上昇分が考慮されない、等

支払条件の改善
手形等で支払いを受ける比率が高い、
割引コストを負担せざるを得ない、等

業種別の自主行動計画の策定等（縦軸）

本来は親事業者が負担すべき費用等を下請事業者に押しつけることがないよう、徹底する。

3つの基本方針

（１）「未来志向型の取引慣行に向けて」について（2016年９月）

知的財産・ノウハウの保護
親事業者が自社のノウハウを無断で使って

内製化してしまった、等

働き方改革のしわ寄せ防止
短納期発注・急な仕様変更にもかかわらず

適正なコストが負担されない、等
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第1．下請事業者の生産性向上及び製品等の品質の改善

第3 ２．情報化への積極的対応

⚫ 下請事業者は、情報化に係る責任者の配備及び企業内システムの改善、中小

企業共通EDIなどによる電子受発注、電子的な決済等を行うよう努める。

第4 ６．「働き方改革」への対応

⚫ 親事業者は、生産性向上等の努力を行う下請事業者に、必要な協力（下請事

業者との面談、工場訪問、サプライチェーン全体での連携等）をするよう努める。

第4 ５．型又は治具に係る取引条件改善

⚫ 型製作相当費の一括払いや前払いに努める。

⚫ 不要な型を廃棄し、廃番となったものは、下請事業者に廃棄指示を行う。

第4 １．対価の決定方法の改善

⚫ 取引対価は、合理的な算定方法に基づき、下請事業者の適正な利益を含み、

下請事業者の賃上げ等、労働条件の改善が進むよう十分協議して決定する。

⚫ 価格交渉促進月間等の機会を捉え、年１回以上の協議を行う。コストが上昇し

た場合等において、下請事業者から申出があったときは遅滞なく協議に応じる。

⚫ 長期にわたる取引では、前払い比率及び期中払い比率を高めるよう努める。

⚫ 下請中小企業振興法「振興基準」とは、下請中小企業振興法第3条により経済産業大臣が定める「下請事業者及び親事
業者のよるべき一般的な基準」であり、親事業者と下請事業者の望ましい取引関係等を具体的に提示したもの。

第4 ４．下請代金の支払方法改善

⚫ 下請代金の支払いは、可能な限り現金で行う。

⚫ 現金化にかかる割引料等のコストを下請事業者に負担させることがないよう、下請

代金の額を十分に協議して決定する。

⚫ 手形等のサイトは60日以内とするよう努める。

⚫ 親事業者は、下請事業者の不利益となるような取引や要請を行わないこと。
⚫ やむを得ず短納期発注又は急な仕様変更などを行う場合には、親事業者が適正

なコストを負担する。

第７ ３．威圧的交渉の禁止
第2. 発注分野の明確化及び発注方法の改善

⚫ 下請事業者に対して、設計図や仕様書等の内容を明確にした上で発注を行う。

⚫ 発注内容が曖昧な契約とならないよう、契約条件について書面等による明示、交

付を徹底する。

第８ ５．知的財産の取扱い

⚫ 下請事業者は、自らが権利を有する知的財産について、知的財産権の取得、秘

密保持契約による営業秘密化等により、管理保護に努める。

⚫ 親事業者は、下請事業者に損失を与えることのないよう十分に配慮して、契約上

知り得た下請事業者の知的財産権等を取り扱う。

第８ ６．フリーランスとの取引

⚫ 親事業者は、フリーランスとの取引においても、発注時の取引条件を明確にする書
面等の交付を行うなど、「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガ
イドライン(令和3年3月26日)」を踏まえた適切な取引を行う。

第８ ７．業種別ガイドライン、自主行動計画の策定・遵守

第８ ８．パートナーシップ構築宣言の実施

⚫ 親事業者は、パートナーシップ構築宣言を行い、定期的に宣言内容の見直しを行
うよう努める。

⚫ 親事業者及び下請事業者は、事業所管省庁が策定した業種別ガイドラインを遵
守するよう努める。

⚫ 事業者団体等は、「自主行動計画」を策定し、フォローアップの結果を踏まえて定

期的に改定するよう努める。

⚫ 親事業者は、下請事業者に対し、取引価格に関する協議等を行うに当たって、
下請事業者に精神的又は身体的な威圧を加える等、不当な取扱いをしない。

※赤字は、令和4年7月29日付け改正の主な新規事項（抜粋）（２）下請中小企業振興法「振興基準」
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（３）自主行動計画策定団体、下請ガイドライン策定業種（令和６年１月時点）

⚫ 自主行動計画は現在2６業種６３団体策定。
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（参考）自主行動計画策定団体、下請ガイドライン策定業種（令和６年１月時点）

⚫ 下請ガイドラインは現在2０業種策定。
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（４）下請かけこみ寺
■下請かけこみ寺ＨＰ https://www.zenkyo.or.jp/kakekomi/index.htm

https://www.zenkyo.or.jp/kakekomi/index.htm
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（４）下請かけこみ寺（相談業務）



（５）2023年9月 価格交渉促進月間、フォローアップ調査

①アンケート調査

○調査の中身、業種

中小企業等に、発注側の事業者（最大3社分）との間の価格交渉・転嫁の状況を問うアンケート票を送付。 調査票の配布先
の業種は、経済センサスの産業別法人企業数の割合（BtoC取引が中心の業種を除く）を参考にして抽出。

○配布先の企業数   30万社

○調査期間 2023年10月10日～11月10日

○回答企業数           35,175社（※回答から抽出される発注側企業数は延べ42,924社）

（参考：2023年３月調査：17,292社、 2022年９月調査：15,195社)

○回収率      11.7%（※回答企業数/配布先の企業数）

⚫ 原材料費やエネルギー費、労務費等が上昇する中、中小企業が適切に価格交渉・転嫁できる環境を
整備するため、2021年9月より毎年９月と3月を「価格交渉促進月間」と設定。2023年9月で5回目。

⚫ 成果を確認するため、各「月間」の終了後、価格交渉、価格転嫁それぞれの実施状況について、中小
企業に対して「①アンケート調査、②下請Ｇメンによるヒアリング」を実施し、結果を取りまとめ。

（※11月28日に速報版を公表。個別業種ごとの交渉・転嫁等も含めた確報版を1月12日に公表）

②下請Gメンによるヒアリング調査

○調査対象

地域特性や業種バランスに配慮した上で、商慣習等によりコストが取引価格に反映できていない状況や、発注側企業との間で、
十分な価格交渉が行われていない状況が見られた事業者等も含め、対象先を選定。

○調査期間              2023年10月23日～12月６日

○ヒアリング件数          約2,000社 14
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（５）2023年9月 価格交渉促進月間、フォローアップ調査結果
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（５）2023年9月 価格交渉促進月間、フォローアップ調査結果
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（５）2023年9月 価格交渉促進月間、フォローアップ調査結果
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（参考）2022年9月 価格交渉促進月間、フォローアップ調査結果
「企業リスト」公表を受けての改善の取組例
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（参考）2022年9月 価格交渉促進月間、フォローアップ調査結果
「企業リスト」公表を受けての改善の取組例



（６）労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針
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（６）労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針
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（６）労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針
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（７）フリーランス・事業者間取引適正化等法案（特定受託事業者に係る取引の適正化に関する法律案）
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（７）フリーランス・事業者間取引適正化等法（チラシ）
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